
1 

 

第 4回 事業経営と事業の承継 
 

（創業者と二代目） 
 

 
会計と経営のブラッシュアップ 

平成 27 年 7 月 20 日 
山内公認会計士事務所 

 
本レジュメは、相続税法とその通達及び次の各書を参考にさせていただいて作成した。 
(取引相場のない株式の税務 森富幸著 2008.10 日本評論社刊)(時価評価と実務 辻・本郷税理士法人編 H21.9 税務経理協会刊) 

(事業承継対策の実務 Q＆A 小谷野公認会計士事務所著 2010.12 セルバ出版刊)(ゼロからの民法入門 近江幸治著 2012.2 成文堂刊)  
 
Ⅰ．相続税改正の概要（H27.1.1 以後の相続等） 
 

 

１． 見直しの背景 

(1) 最高税率の引上げ等 

 最高税率 50％→55％ 

 基礎控除 現行の 60％ 

  定額控除 5,000 万円→3,000 万円 

  相続人数控除 600 万円×n 人 
 

(2) 相続税課税 

 死亡者の約 4％と少数 

 地価と基礎控除のアンバランス 
 

(3) 地価の変化と基礎控除 

 （全国平均） 

 S58(100%) ― H3(200%) ― H24(85%) 

 （三大商業地） 

 S58(100%) ― H3(337%) ― H24(50%) ― H27(55%) 

 2,000 万円＋400n 万円 ― 4,800 万円＋950n 万円（現在、5,000＋1,000）万円 60% 
 最高税率 75% ― 70% （現在 50％） (H27.1) 
 

(4) その他 

① 未成年者控除 20 歳までの 1 年 6 万円→10 万円 

② 障害者控除 85 歳までの 1 年 6 万円→10 万円 （特別障害者は 2 倍） 

③ 小規模住宅の特例見直し  改正前上限 240 ㎡→330 ㎡等 

 

本レジュメはブラッシュアップ日迄にホームページに up してあります 

http://yamauchi-cpa.net/index.html   
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① 相次相続控除の算式 

 各相続人の相次相続控除額 ＝ Ａ × 
Ｂ―Ａ

Ｃ
 × 

Ｃ

Ｄ
 × 

10
10―Ｅ

 

 ただし、
Ｂ―Ａ

Ｃ
 ＞ 1 であれば 1 とする。 

 Ａ＝2 次相続の被相続人が 1 次相続で納めた相続税額 

 Ｂ＝2 次相続の被相続人が 1 次相続で取得した財産価額（債務控除後） 

 Ｃ＝2 次相続で相続人・受遺者全員が取得した財産価額（債務控除後） 

 Ｄ＝2 次相続で相次相続控除を受けようとする相続人が取得した財産価額 

   （債務控除後） 

 Ｅ＝1 次相続開始時から 2 次相続開始時までの年数（1 年未満切捨） 

 10＝10 年 

 

 

② 設例 

 今回の相続では、債務控除後の全相続財産は 2 億円で、このうち前回の相

続時に取得した財産 1 億 2,000 万円が含まれている。被相続人が前回の相続

時に支払った相続税額は 1,000 万円、相次相続控除を受けようとする相続人

の取得した財産価額は 4,000 万円とする。前回の相続発生以来 3 年 4 月が経

過している。 

（計算） 

 Ａ＝1,000 万円 Ｂ＝12,000 万円 Ｃ＝20,000 万円 

 Ｄ＝20,000 万円 Ｅ＝3 年（残存 7 年分 1,000 万円×0.7＝700 万円） 

 相次相続控除額 ＝Ａ × 
Ｂ―Ａ

Ｃ
 × 

Ｃ

Ｄ
 × 

10
10―Ｅ

 

 ＝ 1,000 万円 × 
000,1000,12

000,20
―

 × 
000,20
000,20

 × 
年

年年―

10
310

 

 
Ｂ―Ａ

Ｃ
 ＞ 1 となり 1 とする 

 ＝ 1,000 万円 × 1 × 
000,20
000,20

 × 
年

年

10
7

 

 ＝ 700 万円
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３． 法人間売買の取引価額 
 

法人間の非上場株式の売買価額は、法人税法上は通常の取引価額(時価)

となっている。その時価を実務では、法基通 9-1-13 と 9-1-14 により算

定した金額を法人税法上の時価としている。 
9-1-13 は抽象的であり、具体的な 9-1-14(国税庁の見解)を採用すること

が多い。 
しかし、支配株主と非支配株主との取引は寄附金の問題が生じる場合が

ある。（生ぜざるを得ないとも言える） 
 
 
(5) 支配法人から支配法人への譲渡〔3→3〕 

 
① 取引価額 

法基通 9-1-14 の原則的評価額を基本となる。 
② 高額、低額譲渡となった時は、時価との差額が一方の受贈益、他

方の寄附金となる。 
 

(6) 支配法人から非支配法人への譲渡〔3→4〕 

 
① 取引価額(第 3 者間の場合) 

売主と買主が「純然たる第 3 者」であれば税務は介入しない。 
② 取引価額(第 3 者間でない場合) 

支配株主は(5)と同じになる(法基通 9-1-14 の原則的評価) 
非支配株主は(法基通 9-1-14 の特例的評価) 
従って、支配株主側に低額譲渡(寄附金)の問題が生ずるおそれがあ

る。 
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４． 個人と法人間の取引価額 
 

個人と法人間の取引は、個人と法人の性格の違いにより問題が生じやす

い。従って売買の事情を明らかにして取引価額の妥当性を明らかにする

必要がある。 
 
(9) 支配個人から支配法人への譲渡〔1→3〕 

(オーナー社長からオーナーの会社へ) 

 
① 取引価額 

法基通 9-1-14 の原則的評価額 
同族株主の判定 

② 時価の 1/2 未満の譲渡は支配個人へみなし所得税の課税が行われ

る(所法 59、令 189、所基通 59-3)。 
③ ②の場合は支配法人に受贈益が生じる。 
④ 株式交換の場合は OK か 

 
(10) 支配個人から非支配法人への譲渡〔1→4〕 

(オーナー社長から取引先法人へ) 

 
① 取引価額 

個人は法基通 9-1-14 の原則的評価額 
② 取引価額 

法人は法基通 9-1-14 の特例的評価額 
 



16 

 

(11) 非支配個人から支配法人への譲渡〔2→3〕 

(従業員から社長の支配会社へ) 

 
① 売主は法基通 9-1-14 の特例的評価額 
② 買主は法基通 9-1-14 の原則的評価額 
③ 従って買主(法人)に受贈益課税が生じる 

 
(12) 非支配個人から非支配法人への譲渡〔2→4〕 

 
① 取引価額 

売主、買主とも法基通 9-1-14 の特例的評価額となる。 
 

(13) 支配法人から支配個人への譲渡〔3→1〕 

 
① 取引価額 

売主、買主とも法基通 9-1-14 の原則的評価額となる。 
 

(14) 支配法人から非支配個人への譲渡〔3→2〕 

 
① 支配法人は法基通 9-1-14 の原則的評価額となる。 
② 非支配法人は法基通 9-1-14 の特例的評価額となるが、役員、従業

員の場合は給与所得等となる。 
 

(15) 非支配法人から支配個人への譲渡〔4→1〕 

 
① 非支配法人は法基通 9-1-14 の特例的評価額となる。 
② 支配個人は法基通 9-1-14 の原則的評価額となる。 
③ 買主である支配個人に一時所得の問題が生ずる。 

 
(16) 非支配法人から非支配個人への譲渡〔4→2〕 

 
① 取引価額 

両者特例的評価となる。 
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事業の承継について 

（創業者と二代目） 
 

(H27.07.20) 
(H27.06.26) 

 
1. 創業者の何を承継するのか 
 

創業者  二代目 
   

個  創業者の発想のシステム化 
企業グループを支配 
システムとして確立 
物的なもの以外の承継 

 
 
個別企業 ― 個別企業 ― 個別企業… 

 

 
 
2. 承継者（二代目）の役割 

企業の体系的な承継 
個人から企業へ、そのシステム化 
徳川秀忠は、幕府の組織確立の面で家康以上と言われた 
 

(1) 創業者の発想のシステム化とシステムとしてのグループ支配 
（個性の引継はできない） 

 
  システム   
      

        
グループ企業  グループ企業  グループ企業 

 
(2) 自分の事業の模索 

基礎の上に自分は何をするのか 
これからが本当のテーマ 
 

(3) 創業者の生前は、企業を物として引継ぎ、その戦略や人的財産や

外部とのつながりは引継ぐことができる。しかし、創業者の死亡

によって、それらのものは、存在しても引継いだとは言えず、引

継ぐべきは、創業者の精神であり、その発想のシステム化、残さ

れた物（企業）のシステム支配の確立である。 
 
 
3. 自分の事業とは 

創業とは別の物、家業の承継を超えた本当の承継と発展

時

 

間 

個人的支配 

創業者の番頭 

創
業
者 

二
代
目 
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創業者の強味と限界 
 
 

(H27.06.29) 
 
創業者の強味と限界は、“企業、会社の個別支配”であり、“企業の

組織化とシステム化の欠如”である。 

創業者のスタッフは、番頭的な域を出ず、創業者の使者であって、

それ以上でなく、組織人であることは少ない。 

2 代目は、創業者の跡を追うだけでは、条件的に不利で、充分ではな

い。 

2 代目しか出来ないことをなすべきである。 

従って、組織化、システム化の実をあげ組織としての企業群を先導

して行かなければならない。 

 

徳川家康が個人的実績と才能によって、大名を統治したように、二

代目の秀忠は組織とシステムにより大名を統治する必要がある。 

家康の発想とその支配したものをシステム化し、幕閣として組織化

する必要があった。 

組織とシステムとは、ある意味で官僚システムであり、良い意味で

の機動的で柔軟な官僚組織を持つ必要がある。 

天下を統一した始皇帝及びその後継者の失敗は、有効な官僚組織を

育成できなかったことも原因の一つであるかもしれない。 

 
二代目は、創業者の何が引継げるのかを理解し、二代目独自の引継

を考えなければならない。そのキーワードはシステム化である。 
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ＣＥＯたるべきもの 

（ドラッカー現代の経営より） 
 

 

人は時間の中で生きている。それは過去と未来－過去は過ぎ去ったもの。今日

の行動や決定が未来を作る。 
 

1. ガバナンス（企業に必要なもの） 

(1)統治のための機関（実践と執行） 

(2)評価と審査のための機関（監視とリスク対応） 
 

2. 優先順位をどのように決めるか 

優先順位を体系的に決めて、重要なことをおろそかにしない。 

ある調査によれば、 

(1)社長室において、何も邪悪されない時間を 20 分以上持てない 

(2)集中できる機会は家にいるときしかなかった 

(3)電話と意味のない訪問とあいさつまわり 

(4)重要で長期的な問題を即決させられている 

(5)重要とは言えない特定の部分的機能に時間を浪費している 

(6)無意味な顧客のもてなし 

(7)いかなる仕事が最も大切か、どれだけの時間を用意しておくべきか 

(8)社長はいかなる活動を行うべきか、いかなる活動が最も重要か 

(9)いかなる活動を委譲できるか、だれに委譲できるか 
 

3. ＣＥＯの仕事 

CEO の仕事を構成する活動は、一人の人間が行うにはあまりにも多様であり、

一人の人間がすべて行えることなど考えられない。 

しかし、企業の成功のためには多様な能力が必要である。 

(1)考える人 

(2)動く人 

(3)会社の顔になる人 

(4)分析し総合する人 

CEO の仕事は、一人の人間の仕事として組み立てることは不可能である。 

それは、共同に行動する数人から成るチームの仕事として組み立てる必要

がある。 
 

4. 取締役会に必要とされるもの 

トップに同意する人間ではなく、違った目で見、反対し、質問する人間、

とくに、CEO のチームが無意識に行動の前提としているものについて疑問を

発する者である。
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二代目が伸ばす会社 
 

参考：（久保田章介著 二代目が潰す会社、伸ばす会社） 

（小出宗昭著 ビジネスコンサルティング） 

 

1. 後継者の役割と能力 

(1)会社を潰さないこと 

(2)社員の力を結集すること 

(3)引継事業の新しい発展を図ること 

 

2. 自社の経営リスクの把握と対処 

求心力のある社員から信頼される後継者 

(1)資金管理－理解し、体感する 

(2)損益管理－人的活性化（やる気）と育成 

(3)新しい発展の方向づけ－社員の共感 

(4)明確で安定した経営方針－的確な経営判断 

(5)時間の有効管理－忙しすぎない 

 

3. 経営システムとは 

商
品
（
技
術
）

 
新
規

 
新商品・新サービス開発 新事業開発 

 Ｃ   ＣＤ Ｄ 

        

        

既
存

 

 Ａ       

 
現 状 

   Ｂ 

      

販路開拓 新分野進出 

  既存 新規 

  市 場 

 

創業者も二代目も居なくても、会社の経営がやって行ける仕組 






























































